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広
島
県
の
戦
前
期
行
政
文
書

―
明
治
期
漁
業
権
登
録
資
料
の
紹
介
―

写
真
で
示
し
て
い
る
の
は
、
一
九
○
一
年
の
明
治
旧
「
漁
業
法
」

成
立
後
に
県
内
各
地
の
漁
業
組
合
や
個
人
か
ら
県
に
提
出
さ
れ
た

漁
場
図
の
う
ち
の
一
枚
で
す
。
こ
の
旧
「
漁
業
法
」
に
よ
り
初
め

て
近
代
的
な
物
権
的
性
格
の
強
い
漁
業
権
が
認
め
ら
れ
、
慣
行
を

も
と
に
多
く
の
出
願
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
出
願
時
に
は
願
書
と
漁

場
図
正
副
二
枚
、
及
び
慣
行
を
証
明
す
る
文
書
が
必
要
で
し
た
。

漁
場
図
に
は
「
漁
場
図
調
製
心
得
」
に
よ
り
、
基
点
・
距
離
・
方

位
・
角
度
・
見
通
線
が
記
入
さ
れ
漁
場
区
域
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

免
許
さ
れ
た
漁
業
権
は
、
定
置
（
定
置
網
）、
区
画
（
養
殖
な
ど
）、

専
用
（
漁
業
組
合
へ
の
地
先
漁
場
専
用
権
、
も
し
く
は
慣
行
専
用

権
）、
特
別
（
地
引
網
や
船
引
網
等
）、
の
四
種
で
す
。
図
で
は
右

肩
に
特
別
と
い
う
朱
色
の
印
判
が
見
え
、
特
別
漁
業
権
を
免
許
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
免
許
番
号
と
免
許
年
月
日
が

記
載
さ
れ
、
管
轄
す
る
課
で
「
特
別
漁
業
権
」
の
登
録
を
証
明
す

る
文
書
と
し
て
長
く
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
戦
後
の
新
「
漁
業

法
」
成
立
（
一
九
四
九
年
）
に
よ
り
旧
漁
業
権
は
政
府
に
よ
る
補

償
を
得
て
消
滅
し
、
こ
れ
ら
の
漁
場
図
も
現
用

げ
ん
よ
う

性
を
失
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
廃
棄
以
前
に
選
別
さ
れ
文
書
館
に
引
き
継
が
れ
た
た
め
、

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
（
永
久
保
存
史
料
）
と
な
り
ま
し
た
。

な
お
出
願
者
の
瀬
尾
賢
次
郎
は
旧
御み

調つ
ぎ

郡
立
花
村
（
現
向
島
町
）

の
村
長
で
、
同
村
余
崎
漁
業
組
合
は
イ
カ
ナ
ゴ
敷
網
漁
の
特
別
漁

業
権
も
免
許
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
特
別
漁
業
権
免
許
数
は

戦
前
期
一
三
○
○
件
以
上
に
及
び
ま
し
た
。

（
数
野
文
明
）

特別漁業権「登録漁場図」と専用漁業権の「入漁登録原簿」
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東　
広　
島　
市　
教　
育　
委　
員　
会　
で　
は　
、　
市　
内　
の　
文　
化　
財　
に　

つ　
い　
て　
、　
何　
が　
、　
ど　
こ　
に　
、　
ど　
れ　
だ　
け　
、　
ど　
の　
よ　
う　

な　
状　
況　
で　
存　
在　
す　
る　
の　
か　
、　
と　
い　
う　
実　
態　
を　
把　
握　
す　

る　
た　
め　
、　
市　
内　
を　
悉　
皆　

し
っ
か
い

的　
に　
調　
査　
す　
る　
文　
化　
財　
基　
礎　

調　
査　
事　
業　
を　
、　
平　
成　
九　
年　
度　
か　
ら　
継　
続　
的　
に　
実　
施　
し　

て　
い　
る　
。　
こ　
れ　
は　
、　
文　
化　
財　
保　
護　
思　
想　
の　
普　
及　
啓　
発　

と　
い　
う　
側　
面　
も　
担　
っ　
て　
い　
る　
。　

こ　
れ　
ま　
で　
、　
滝　
、　
石　
造　
物　
、　
植　
物　
の　
調　
査　
を　
実　
施　

し　
て　
お　
り　
、　
今　
後　
も　
順　
次　
さ　
ま　
ざ　
ま　
な　
文　
化　
財　
に　
つ　

い　
て　
取　
り　
上　
げ　
て　
い　
く　
予　
定　
で　
あ　
る　
が　
、　
こ　
こ　
で　
は　

平　
成　
九　
〜　
十　
一　
年　
度　
に　
実　
施　
し　
た　
古　
文　
書　
調　
査　
に　
つ　

い　
て　
、　
そ　
の　
概　
略　
を　
触　
れ　
て　
み　
た　
い　
。　

古　
文　
書　
基　
礎　
調　
査　
は　
、　
各　
種　
文　
化　
財　
の　
専　
門　
研　
究　

者　
に　
よ　
り　
組　
織　
さ　
れ　
る　
東　
広　
島　
市　
文　
化　
財　
基　
礎　
調　
査　

会　
（　
会　
長　
水　
岡　
繁　
登　
）　
に　
委　
託　
し　
て　
実　
施　
し　
た　
。　
同　

調　
査　
会　
の　
古　
文　
書　
部　
会　
（　
部　
会　
長　
三　
宅　
紹　
宣　
）　
が　
調　

査　
に　
当　
た　
っ　
た　
が　
、　
東　
広　
島　
郷　
土　
史　
研　
究　
会　
の　
協　
力　

を　
得　
ら　
れ　
た　
こ　
と　
が　
、　
調　
査　
を　
進　
め　
る　
う　
え　
で　
は　
非　

常　
に　
有　
益　
で　
あ　
っ　
た　
。　

調　
査　
は　
、　
市　
内　
全　
域　
を　
対　
象　
と　
し　
た　
悉　
皆　

し
っ
か
い

調　
査　
を　

中　
心　
と　
し　
て　
実　
施　
し　
た　
が　
、　
併　
せ　
て　
市　
教　
育　
委　
員　
会　

所　
蔵　
の　
資　
料　
に　
つ　
い　
て　
も　
基　
礎　
的　
な　
整　
理　
を　
行　
っ　
た　
。　

悉　
皆　
調　
査　
は　
、　
ま　
ず　
所　
在　
の　
把　
握　
を　
行　
い　
、　
現　
地　

調　
査　
へ　
と　
移　
行　
し　
た　
。　

市　
内　
に　
お　
け　
る　
古　
文　
書　
調　
査　
は　
、　
広　
島　
県　
史　
編　
纂　

時　
に　
実　
施　
し　
た　
も　
の　
が　
あ　
る　
。　
所　
在　
の　
把　
握　
に　
つ　
い　

て　
は　
、　
こ　
の　
資　
料　
を　
基　
に　
、　
さ　
ら　
に　
郷　
土　
史　
研　
究　
会　

の　
情　
報　
を　
加　
え　
て　
、　
ま　
ず　
古　
文　
書　
所　
在　
リ　
ス　
ト　
を　
作　

成　
し　
た　
。　
そ　
し　
て　
、　
調　
査　
員　
が　
分　
担　
し　
て　
現　
地　
調　
査　

を　
実　
施　
し　
た　
。　

調　
査　
に　
当　
た　
っ　
て　
は　
、　
調　
査　
員　
に　
ま　
ず　
調　
査　
の　
目　

的　
、　
方　
法　
、　
注　
意　
点　
な　
ど　
を　
徹　
底　
し　
、　
打　
合　
せ　
会　
議　

も　
数　
度　
に　
わ　
た　
り　
開　
催　
し　
た　
。　

調　
査　
は　
、　
史　
料　
の　
「　
保　
存　
」　
が　
第　
一　
義　
で　
あ　
る　
こ　

と　
、　
所　
蔵　
者　
の　
プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
を　
尊　
重　
す　
る　
こ　
と　
、　

現　
地　
保　
存　
主　
義　
を　
基　
本　
と　
す　
る　
こ　
と　
、　
史　
料　
の　
原　
秩　

序　
と　
原　
形　
を　
尊　
重　
す　
る　
こ　
と　
、　
現　
地　
調　
査　
を　
基　
本　
と　

し　
、　
史　
料　
の　
持　
ち　
出　
し　
、　
借　
用　
は　
行　
わ　
な　
い　
こ　
と　
な　

ど　
を　
原　
則　
と　
し　
、　
そ　
の　
他　
所　
蔵　
者　
立　
会　
い　
の　
も　
と　
で　

調　
査　
を　
行　
う　
こ　
と　
、　
原　
秩　
序　
を　
保　
つ　
こ　
と　
が　
で　
き　
な　

い　
状　
況　
の　
も　
の　
は　
現　
状　
の　
ま　
ま　
で　
写　
真　
に　
よ　
り　
記　
録　

を　
の　
こ　
す　
こ　
と　
、　
な　
ど　
の　
注　
意　
事　
項　
を　
徹　
底　
し　
た　
。　

調　
査　
対　
象　
は　
、　
現　
在　
市　
内　
に　
所　
在　
す　
る　
文　
書　
、　
写　

真　
等　
で　
、　
時　
代　
は　
昭　
和　
六　
十　
三　
年　
を　
下　
限　
と　
し　
た　
が　
、　

一　
括　
史　
料　
と　
し　
て　
捉　
え　
ら　
れ　
る　
範　
囲　
内　
で　
下　
限　
を　
考　

慮　
し　
た　
。　

ま　
た　
、　
調　
査　
で　
は　
史　
料　
所　
在　
カ　
ー　
ド　
を　
作　
成　
し　
た　

が　
、　
こ　
れ　
は　
、　
所　
蔵　
者　
、　
文　
書　
の　
伝　
来　
、　
由　
来　
、　
史　

料　
の　
時　
代　
別　
点　
数　
、　
保　
存　
状　
況　
な　
ど　
を　
可　
能　
な　
限　
り　

で　
記　
録　
し　
た　
も　
の　
で　
あ　
り　
、　
そ　
れ　
以　
上　
の　
詳　
細　
な　
調　

査　
は　
、　
今　
回　
の　
目　
的　
で　
は　
な　
い　
。　

調　
査　
に　
際　
し　
て　
は　
、　
所　
蔵　
者　
の　
理　
解　
を　
得　
る　
こ　
と　

は　
も　
ち　
ろ　
ん　
の　
こ　
と　
、　
取　
扱　
い　
に　
つ　
い　
て　
も　
慎　
重　
に　

行　
い　
、　
あ　
く　
ま　
で　
も　
史　
料　
の　
所　
在　
の　
把　
握　
を　
第　
一　
と　

し　
た　
。　
ま　
た　
、　
文　
化　
財　
基　
礎　
調　
査　
事　
業　
の　
目　
的　
の　
一　

つ　
で　
あ　
る　
文　
化　
財　
保　
護　
思　
想　
の　
普　
及　
啓　
発　
の　
一　
環　
と　

し　
て　
、　
古　
文　
書　
の　
保　
存　
と　
管　
理　
に　
つ　
い　
て　
の　
ア　
ド　
バ　

イ　
ス　
も　
可　
能　
な　
限　
り　
行　
い　
、　
ま　
た　
、　
古　
文　
書　
の　
保　
存　

に　
際　
し　
て　
、　
保　
存　
に　
適　
し　
た　
中　
性　
紙　
の　
袋　
を　
状　
況　
に　

応　
じ　
て　
所　
蔵　
者　
に　
渡　
し　
、　
適　
切　
に　
管　
理　
し　
て　
も　
ら　
う　

よ　
う　
に　
お　
願　
い　
し　
て　
、　
将　
来　
に　
わ　
た　
っ　
て　
の　
保　
存　
に　

対　
し　
て　
理　
解　
が　
得　
ら　
れ　
る　
よ　
う　
に　
努　
め　
た　
。　

文　
化　
財　
基　
礎　
調　
査　（
古
文
書
）　の　
取　
り　
組　
み

東
広
島
市
教
育
委
員
会

生
涯
学
習
部
文
化
課
文
化
財
係
長
　
　
藤
岡
　
孝
司

年 次 計 画

項目

古文書

名勝（滝）

石造物

植物

社寺什物

民俗

近代化遺産

美術工芸

町並み

無形文化財

動物

地質

項目合計

97 98 99 00

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○

○

2 3 3 3
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な　
お　
、　
調　
査　
に　
当　
た　
っ　
て　
、　
東　
広　
島　
郷　
土　
史　
研　
究　

会　
会　
員　
諸　
氏　
に　
は　
い　
ろ　
い　
ろ　
と　
御　
協　
力　
い　
た　
だ　
き　
、　

ま　
た　
県　
立　
文　
書　
館　
研　
究　
員　
の　
方　
々　
に　
は　
ご　
指　
導　
い　
た　

だ　
い　
た　
。　
ま　
た　
行　
政　
文　
書　
・　
古　
文　
書　
保　
存　
管　
理　
講　
習　

会　
で　
は　
、　
文　
化　
財　
保　
存　
修　
復　
学　
会　
の　
久　
保　
隆　
史　
氏　
を　

は　
じ　
め　
と　
し　
て　
多　
く　
の　
方　
々　
の　
貴　
重　
な　
ご　
指　
摘　
を　
い　

た　
だ　
い　
た　
。　
感　
謝　
の　
意　
を　
表　
す　
る　
と　
と　
も　
に　
、　
今　
後　

の　
参　
考　
に　
し　
た　
い　
。　

◆　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
◆

市　
町　
村　
に　
お　
け　
る　
歴　
史　
的　
公　
文　
書　
の　
保　
存　

情　
報　
公　
開　
法　
が　
成　
立　
し　
た　
こ　
と　
か　
ら　
、　
市　
町　
村　
で　
も　

情　
報　
公　
開　
実　
施　
の　
動　
き　
が　
加　
速　
し　
て　
い　
る　
。　
そ　
れ　
と　
の　

関　
連　
で　
、　
多　
く　
の　
市　
町　
村　
で　
文　
書　
管　
理　
の　
刷　
新　
に　
取　
り　

組　
ん　
で　
い　
る　
。　
公　
文　
書　
館　
法　
が　
定　
め　
る　
「　
歴　
史　
資　
料　
と　

し　
て　
重　
要　
な　
公　
文　
書　
等　
の　
保　
存　
」　
を　
実　
現　
す　
る　
絶　
好　

の　
機　
会　
で　
あ　
る　
。　
同　
時　
に　
、　
公　
文　
書　
の　
大　
量　
廃　
棄　
で　

地　
域　
の　
歴　
史　
の　
空　
白　
を　
つ　
く　
り　
だ　
し　
か　
ね　
な　
い　
危　
機　

で　
も　
あ　
る　
。　
そ　
れ　
だ　
け　
に　
、　
市　
町　
村　
に　
よ　
る　
史　
料　
保　

存　
ネ　
ッ　
ト　
ワ　
ー　
ク　
の　
組　
織　
化　
が　
待　
望　
さ　
れ　
る　
。　
文　
書　

館　
で　
は　
、　
職　
員　
が　
手　
分　
け　
し　
て　
、　
二　
二　
の　
市　
町　
村　
を　

訪　
問　
し　
、　
公　
文　
書　
等　
の　
保　
存　
・　
管　
理　
の　
現　
状　
を　
視　
察　

し　
、　
担　
当　
者　
と　
今　
後　
の　
方　
向　
に　
つ　
い　
て　
語　
り　
あ　
っ　
た　
。　

以　
下　
に　
、　
特　
徴　
的　
な　
市　
町　
村　
の　
状　
況　
を　
報　
告　
す　
る　
。　

因　
島　
市　
で　
は　
、　
昨　
年　
か　
ら　
新　
文　
書　
管　
理　
シ　
ス　
テ　
ム　

を　
導　
入　
し　
た　
。　
約　
二　
万　
件　
の　
既　き
存　そん
簿　ぼ
冊　さつ
デ　
ー　
タ　
の　
入　

力　
が　
完　
了　
し　
た　
。　
十　
一　
年　
度　
分　
は　
こ　
れ　
か　
ら　
で　
、　
デ　

ー　
タ　
数　
は　
約　
四　
千　
件　
の　
見　
込　
み　
で　
あ　
る　
。　
は　
じ　
め　
て　

の　
引　ひき
継　つぎ
・　
廃　
棄　
を　
七　
月　
に　
実　
施　
す　
る　
の　
で　
、　
そ　
れ　
を　

も　
っ　
て　
新　
シ　
ス　
テ　
ム　
の　
一　
サ　
イ　
ク　
ル　
が　
完　
了　
す　
る　
こ　

と　
に　
な　
る　
。　
総　
務　
課　
で　
集　
中　
管　
理　
す　
る　
の　
は　
十　
年　
以　

上　
保　
存　
文　
書　
に　
限　
り　
、　
図　
書　
館　
の　
書　
庫　
の　
一　
部　
を　
永　

年　
文　
書　
の　
書　
庫　
と　
す　
る　
こ　
と　
で　
、　
収　
蔵　
ス　
ペ　
ー　
ス　
を　

確　
保　
し　
た　
。　
同　
市　
の　
新　
機　
軸　
は　
、　
十　
年　
以　
上　
保　
存　
文　

書　
の　
廃　
棄　
分　
を　
小　
学　
校　
の　
空　
き　
教　
室　
に　
置　
く　
こ　
と　
と　

し　
た　
点　
で　
、　
将　
来　
、　
選　
別　
し　
て　
歴　
史　
資　
料　
と　
し　
て　
重　

要　
な　
も　
の　
を　
永　
久　
保　
存　
で　
き　
る　
道　
を　
開　
い　
た　
。　

安　
芸　
郡　
熊　
野　
町　
で　
も　
、　
文　
書　
管　
理　
の　
刷　
新　
に　
取　
り　

組　
ん　
で　
い　
る　
。　
フ　
ァ　
イ　
リ　
ン　
グ　
用　
具　
は　
ボ　
ッ　
ク　
ス　
フ　

ァ　
イ　
リ　
ン　
グ　
（　
フ　
ォ　
ル　
ダ　
ー　
と　
そ　
れ　
を　
収　
納　
す　
る　
ボ　

ッ　
ク　
ス　
）　
を　
採　
用　
し　
て　
い　
る　
。　
フ　
ォ　
ル　
ダ　
ー　
に　
は　
留　

め　
金　
が　
付　
け　
ら　
れ　
る　
よ　
う　
に　
な　
っ　
て　
お　
り　
、　
書　
類　
を　

単　
に　
挟　はさ
む　
だ　
け　
で　
は　
心　
配　
な　
ら　
綴　と
じ　
込　
む　
こ　
と　
も　
可　

能　
で　
あ　
る　
。　
来　
年　
三　
月　
に　
新　
庁　
舎　
が　
完　
成　
し　
、　
そ　
れ　

に　
と　
も　
な　
い　
現　
庁　
舎　
の　
書　
庫　
と　
庁　
外　
に　
あ　
る　
二　
つ　
の　

書　
庫　
も　
処　
分　
す　
る　
予　
定　
だ　
。　
不　
要　
な　
文　
書　
は　
捨　
て　
る　

こ　
と　
に　
な　
る　
が　
、　
歴　
史　
的　
文　
書　
を　
ど　
う　
残　
す　
か　
の　
問　

題　
に　
直　
面　
し　
て　
い　
る　
。　
庁　
外　
の　
倉　
庫　
に　
は　
、　
明　
治　
期　

の　
役　
場　
文　
書　
も　
あ　
る　
。　
業　
務　
上　
か　
ら　
み　
れ　
ば　
利　
用　
す　

る　
可　
能　
性　
は　
ほ　
と　
ん　
ど　
な　
い　
の　
で　
、　「　
不　
要　
な　
文　
書　
は　

捨　
て　
ろ　
」　
と　
い　
う　
こ　
と　
に　
な　
り　
か　
ね　
な　
い　
。　
総　
務　
課　

担　
当　
職　
員　
と　
し　
て　
も　
そ　
の　
点　
は　
気　
が　
か　
り　
で　
、　
過　
日　

文　
書　
館　
に　
相　
談　
に　
訪　
れ　
た　
。　「　
一　
定　
の　
年　
限　
以　
前　
（　
た　

と　
え　
ば　
昭　
和　
三　
十　
年　
代　
以　
前　
）　
の　
文　
書　
は　
無　
条　
件　
で　

残　
す　
」　
な　
ど　
、　
業　
務　
上　
の　
利　
用　
可　
能　
性　
が　
な　
く　
て　
も　

歴　
史　
資　
料　
と　
し　
て　
文　
書　
を　
残　
す　
こ　
と　
が　
可　
能　
な　
指　
針　

を　
つ　
く　
る　
こ　
と　
が　
望　
ま　
れ　
る　
。　

山　
県　
郡　
千　
代　
田　
町　
で　
は　
、　
現　
在　
新　
庁　
舎　
建　
築　
中　
で　
、　

来　
年　
四　
月　
に　
は　
入　
居　
す　
る　
。　
そ　
れ　
に　
あ　
わ　
せ　
て　
、　
庁　

内　
Ｌ　
Ａ　
Ｎ　
で　
文　
書　
管　
理　
を　
一　
か　
ら　
や　
り　
直　
し　
た　
い　
と　

い　
う　
。　
そ　
れ　
自　
体　
は　
す　
ば　
ら　
し　
い　
こ　
と　
だ　
が　
、　
な　
る　

べ　
く　
身　
軽　
に　
な　
り　
、　
き　
れ　
い　
に　
し　
て　
新　
庁　
舎　
に　
入　
り　

た　
い　
、　
と　
な　
れ　
ば　
、　
文　
書　
が　
大　
胆　
に　
捨　
て　
ら　
れ　
る　
恐　

れ　
が　
あ　
る　
。　
書　
庫　
に　
保　
存　
ス　
ペ　
ー　
ス　
を　
確　
保　
す　
る　
か　
、　

空　
き　
教　
室　
の　
利　
用　
な　
ど　
に　
よ　
り　
、　
歴　
史　
的　
文　
書　
を　
保　

存　
す　
る　
方　ほう
途　と
を　
講　
じ　
て　
い　
た　
だ　
く　
よ　
う　
お　
願　
い　
し　
た　
。　

庁　
舎　
の　
建　
て　
替　
え　
や　
文　
書　
管　
理　
の　
刷　
新　
を　
機　
に　
、　

文　
書　
が　
大　
量　
に　
処　
分　
さ　
れ　
、　
そ　
れ　
に　
と　
も　
な　
っ　
て　
重　

要　
な　
歴　
史　
資　
料　
が　
消　
滅　
す　
る　
危　
険　
性　
は　
大　
き　
い　
。　
情　

報　
公　
開　
を　
前　
に　
文　
書　
を　
点　
検　
し　
、　
不　
要　
文　
書　
を　
大　
量　

に　
処　
分　
し　
た　
と　
こ　
ろ　
も　
あ　
る　
と　
聞　
く　
。　
公　
文　
書　
館　
法　

の　
趣　
旨　
の　
徹　
底　
と　
、　
そ　
の　
実　
現　
に　
向　
け　
て　
の　
と　
り　
く　

み　
が　
必　
要　
で　
あ　
り　
、　
史　
料　
保　
存　
ネ　
ッ　
ト　
ワ　
ー　
ク　
の　
組　

織　
化　
が　
望　
ま　
れ　
る　
。　

（　
安　
藤　
福　
平　
）　



県　
立　
文　
書　
館　
が　
所　
蔵　
す　
る　
尾　
道　
の　
豪　
商　
橋　
本　
家　

（　
屋　
号　
角　
灰　
屋　
）　
の　
文　
書　
に　
は　
、　
同　
家　
の　
家　
業　
で　
あ　
る　
金　

融　
業　
を　
は　
じ　
め　
と　
し　
て　
、　
膨　
大　
な　
経　
営　
文　
書　
が　
含　
ま　
れ　

て　
い　
ま　
す　
。　
そ　
の　
中　
に　
は　
、　
土　
地　
経　
営　
に　
関　
す　
る　
も　
の　

も　
相　
当　
数　
あ　
り　
、　
と　
く　
に　
塩　
田　
に　
関　
す　
る　
文　
書　
は　
、　
こ　

れ　
ま　
で　
十　
分　
明　
ら　
か　
に　
さ　
れ　
て　
い　
な　
か　
っ　
た　
尾　
道　
周　

辺　
の　
塩　
業　
を　
語　
る　
貴　
重　
な　
史　
料　
と　
言　
え　
ま　
す　
。　
こ　
こ　
で　

は　
、　
橋　
本　
家　
と　
瀬　
戸　
内　
塩　
田　
と　
の　
関　
わ　
り　
に　
つ　
い　
て　
、　

述　
べ　
て　
み　
る　
こ　
と　
に　
し　
ま　
し　
ょ　
う　
。　

橋　
本　
家　
一　
族　
の　
塩　
田　
所　
有　
を　
示　
す　
古　
い　
史　
料　
と　
し　

て　
は　
、　
宝　
永　
四　
年　
（　
一　
七　
〇　
七　
）　
四　
月　
、　
灰　
屋　
三　
郎　
左　
衛　
門　

が　
向　
島　
東　
村　
庄　
屋　
の　
蔵　
本　
保　
兵　
衛　
か　
ら　
干　
浜　

ひ

は

ま

（　
肥　
浜　
）　

六　
軒　
島　
を　
買　
っ　
た　
際　
の　
売　
券　
状　
が　
あ　
り　
ま　
す　
。　
三　
郎　
左　

衛　
門　
は　
、　
本　
家　
角　
灰　
屋　
の　
祖　
・　
灰　
屋　
次　
郎　
右　
衛　
門　
の　
甥　

に　
あ　
た　
り　
ま　
す　
。　
ま　
た　
、　
三　
郎　
左　
衛　
門　
の　
弟　
次　
郎　
左　
衛　

門　
は　
、　
分　
家　
し　
て　
「　
干　
浜　
灰　
屋　
」　
を　
称　
し　
て　
お　
り　
、　
一　
族　

は　
、　
古　
く　
か　
ら　
向　
島　
の　
肥　
浜　
塩　
田　
と　
深　
い　
つ　
な　
が　
り　
が　

あ　
っ　
た　
と　
思　
わ　
れ　
ま　
す　
。　

一　
方　
、　
角　
灰　
屋　
橋　
本　
家　
で　
は　
、　
次　
郎　
右　
衛　
門　
に　
続　
く　

長　
右　
衛　
門　
の　
代　
以　
降　
、　
商　
家　
経　
営　
が　
本　
格　
化　
し　
た　
と　
考　

え　
ら　
れ　
ま　
す　
が　
、　
塩　
田　
経　
営　
が　
特　
に　
拡　
大　
し　
た　
の　
は　
天　

保　
年　
間　
（　
一　
八　
三　
〇　
〜　
一　
八　
四　
四　
）　
の　
こ　
と　
で　
し　
た　
。　
こ　
の　

頃　
に　
は　
、　
以　
前　
か　
ら　
所　
有　
し　
て　
い　
た　
肥　
浜　
塩　
田　
に　
加　
え　
、　

天　
保　
四　
年　
（　
一　
八　
三　
三　
）　
に　
は　
津　
部　
田　

つ

ぶ

た

浜　
を　
取　
得　
し　
、　
さ　

ら　
に　
同　
十　
三　
年　
（　
一　
八　
四　
二　
）　
に　
は　
、　
三　
原　
天　
保　
浜　
を　
取　

得　
し　
て　
、　
塩　
田　
経　
営　
の　
比　
重　
を　
高　
め　
ま　
し　
た　
。　
と　
く　
に　

三　
原　
天　
保　
浜　
は　
、　
広　
島　
藩　
が　
資　
金　
を　
募　
っ　
て　
造　
成　
し　
た　

塩　
田　
で　
す　
が　
、　
橋　
本　
吉　
兵　
衛　
は　
造　
成　
費　
の　
四　
割　
以　
上　
を　

負　
担　
し　
、　
池　
田　
屋　
力　
蔵　
に　
工　
事　
を　
依　
頼　
す　
る　
な　
ど　
、　
塩　

田　
開　
発　
に　
直　
接　
関　
わ　
り　
、　
完　
成　
後　
に　
藩　
か　
ら　
下　
げ　
渡　
さ　

れ　
ま　
し　
た　
。　
こ　
の　
塩　
田　
は　
、　
そ　
の　
後　
同　
家　
の　
塩　
田　
経　
営　

の　
中　
心　
部　
分　
を　
占　
め　
る　
よ　
う　
に　
な　
り　
、　
そ　
の　
た　
め　
、　
橋　

本　
家　
文　
書　
に　
お　
け　
る　
塩　
田　
関　
係　
文　
書　
の　
大　
部　
分　
は　
、　
天　

保　
浜　
関　
係　
の　
文　
書　
で　
占　
め　
ら　
れ　
て　
い　
ま　
す　
。　

天　
保　
浜　
に　
は　
、　「　
天　
保　
浜　
元　
締　
所　
」　
が　
置　
か　
れ　
て　
お　
り　
、　

塩　
田　
の　
小　
作　
経　
営　
を　
管　
理　
す　
る　
ほ　
か　
、　
製　
塩　
に　
必　
要　
な　

諸　
道　
具　
お　
よ　
び　
石　
炭　
な　
ど　
を　
各　
浜　
に　
供　
給　
し　
て　
い　
ま　

し　
た　
。　
こ　
の　
元　
締　
所　
は　
、　
明　
治　
二　
十　
年　
代　
に　
な　
る　
と　

「　
天　
保　
浜　
橋　
本　
支　
店　
」　
と　
名　
称　
を　
変　
え　
、　
各　
地　
か　
ら　
水　
揚　

げ　
さ　
れ　
た　
石　
炭　
そ　
の　
他　
生　
産　
材　
を　
浜　
方　
へ　
売　
り　
、　
口　
銭　

を　
得　
る　
こ　
と　
が　
中　
心　
業　
務　
と　
な　
っ　
て　
い　
き　
ま　
す　
。　
同　
三　

十　
一　
年　
（　
一　
八　
九　
八　
）　
に　
は　
「　
天　
保　
浜　
石　
炭　
問　
屋　
」　
と　
称　
す　

る　
よ　
う　
に　
な　
り　
ま　
す　
が　
、　
当　
時　
の　
「　
石　
炭　
水　
揚　
帳　
」　
に　

よ　
る　
と　
、　
石　
炭　
は　
主　
に　
筑　
前　
・　
肥　
前　
あ　
た　
り　
か　
ら　
供　
給　

さ　
れ　
、　
そ　
の　
輸　
送　
は　
主　
に　
豊　
田　
郡　
大　
崎　
中　
野　
村　
お　
よ　
び　

瀬　
戸　
田　
町　
の　
船　
主　
が　
担　
っ　
て　
い　
ま　
し　
た　
。　
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な　
お　
、　
こ　
の　
間　
の　
橋　
本　
家　
と　
塩　
業　
と　
の　
関　
わ　
り　
で　

特　
筆　
す　
べ　
き　
こ　
と　
と　
し　
て　
、　
合　
名　
会　
社　
食　
塩　
商　
会　
の　

経　
営　
が　
挙　
げ　
ら　
れ　
ま　
す　
。　
食　
塩　
商　
会　
は　
、　
明　
治　
二　
十　

六　
年　
（　
一　
八　
九　
三　
）　
に　
橋　
本　
吉　
兵　
衛　
と　
福　
山　
町　
の　
藤　
井　

与　
一　
右　
衛　
門　
が　
合　
同　
で　
尾　
道　
に　
設　
立　
し　
た　
会　
社　
で　
、　

松　
永　
塩　
田　
を　
中　
心　
と　
す　
る　
県　
内　
の　
産　
塩　
を　
買　
い　
付　
け　
、　

帆　
船　
や　
汽　
船　
・　
汽　
車　
を　
通　
じ　
て　
遠　
隔　
地　
取　
引　
を　
行　
い　

ま　
し　
た　
。　
商　
会　
の　
取　
引　
地　
は　
新　
潟　
県　
の　
直　
江　
津　
・　
新　

潟　
・　
柏　
崎　
な　
ど　
で　
、　
帰　
り　
荷　
と　
し　
て　
羽　
鰊　

は
に
し
ん

・　
鰊　
粕　
な　

ど　
の　
北　
海　
産　
物　
を　
扱　
い　
ま　
し　
た　
。　

と　
こ　
ろ　
で　
、　
橋　
本　
家　
の　
塩　
田　
経　
営　
は　
ど　
の　
程　
度　
の　
規　

模　
だ　
っ　
た　
の　
で　
し　
ょ　
う　
か　
。　
明　
治　
後　
期　
に　
な　
る　
と　
、　
同　

家　
の　
所　
有　
地　
全　
体　
が　
分　
か　
る　
帳　
簿　
が　
作　
成　
さ　
れ　
て　
い　

ま　
す　
が　
、　
そ　
れ　
を　
も　
と　
に　
ま　
と　
め　
る　
と　
表　
1
（　
明　
治　
三　

十　
一　
年　
四　
月　
一　
日　
現　
在　
）　
の　
よ　
う　
に　
な　
り　
ま　
す　
。　
橋　
本　

家　
は　
当　
時　
、　
二　
〇　
町　
歩　
以　
上　
を　
所　
有　
す　
る　
県　
内　
で　
も　
有　

数　
の　
塩　
田　
地　
主　
で　
し　
た　
が　
、　
そ　
れ　
以　
上　
に　
田　
畑　
・　
宅　

地　
・　
山　
林　
な　
ど　
計　
一　
〇　
〇　
町　
歩　
以　
上　
を　
所　
有　
す　
る　
大　
地　

主　
で　
あ　
っ　
た　
こ　
と　
が　
分　
か　
り　
ま　
す　
。　
ま　
た　
、　
明　
治　
末　
期　

に　
お　
け　
る　
所　
有　
塩　
田　
の　
内　
訳　
を　
示　
し　
た　
表　
2
に　
よ　
る　

と　
、　
そ　
の　
大　
部　
分　
は　
三　
原　
天　
保　
浜　
（　
貢　
村　
）　
で　
あ　
り　
、　
ほ　

か　
に　
肥　
浜　
や　
富　
浜　

と
み
は
ま

・　
吉　
和　
浜　
の　
一　
部　
を　
所　
有　
し　
て　
い　
ま　

し　
た　
。　
な　
お　
、　
江　
戸　
期　
に　
所　
有　
し　
て　
い　
た　
津　
部　
田　
浜　
は　
、　

安　
政　
二　
年　
（　
一　
八　
五　
五　
）　
に　
手　
放　
し　
て　
お　
り　
、　
ほ　
か　
に　
天　

保　
七　
年　
（　
一　
八　
三　
六　
）　
〜　
九　
年　
の　
一　
時　
期　
だ　
け　
常　
石　
浜　
を　

所　
有　
し　
て　
い　
た　
こ　
と　
が　
分　
か　
っ　
て　
い　
ま　
す　
。　
た　
だ　
し　
、　

橋　
本　
家　
自　
体　
は　
、　
金　
融　
業　
を　
本　
業　
と　
し　
て　
お　
り　
、　
そ　
の　

収　
益　
規　
模　
は　
莫　
大　
な　
も　
の　
で　
し　
た　
。　
そ　
の　
た　
め　
、　
年　
間　

の　
収　
入　
全　
体　
に　
占　
め　
る　
塩　
田　
収　
入　
の　
割　
合　
は　
、　
江　
戸　
・　

明　
治　
期　
を　
通　
じ　
て　
わ　
ず　
か　
一　
〜　
三　
％　
に　
し　
か　
過　
ぎ　
な　

い　
も　
の　
で　
あ　
り　
、　
同　
家　
が　
い　
か　
に　
大　
き　
な　
資　
産　
家　
で　
あ　

っ　
た　
か　
が　
う　
か　
が　
え　
ま　
す　
。　
な　
お　
、　
表　
1
か　
ら　
2
の　
時　

期　
に　
か　
け　
て　
、　
同　
家　
の　
塩　
田　
は　
漸　
減　
傾　
向　
に　
あ　
り　
ま　
し　

た　
が　
、　
大　
正　
六　
年　
（　
一　
九　
一　
七　
）　
十　
二　
月　
に　
は　
、　
三　
原　
天　
保　

浜　
を　
神　
戸　
市　
の　
勝　
田　
銀　
次　
郎　
へ　
売　
却　
し　
て　
お　
り　
、　
こ　
れ　

に　
よ　
り　
、　
同　
家　
の　
塩　
田　
経　
営　
は　
終　
息　
に　
向　
か　
っ　
た　
と　
思　

わ　
れ　
ま　
す　
。　

表 1  橋本家所有地─地目別─

地目 反別（反）

田 293.911

畑 375.716

市街宅地 42.010

郡村宅地 12.317

塩田 241.406

山林 157.804

原野 0.303

雑種地 93.003

池沼 0.212

免租地 20.117

合計 1,337.009

表 2  橋本家の所有塩田（明治44年12月現在）

町村名 浜番 反別（反）

向島西村 富浜18番 17.216

向島西村 富浜19番 13.820

吉和村 吉和16番 15.921

向島東村 肥浜18・19番 24.610

向島東村 肥浜16・17番 24.123

貢村 天保浜11・12番 33.720

貢村 天保浜13・14番 34.708

貢村 天保浜15番 17.217

貢村 天保浜16・17番 25.604

貢村 天保浜17・18番 26.119

合計 233.408

に　
し　
ん　
か　
す　



閲
覧
室
か
ら

西
塔
川
に
映
る
明
治

光
村
　
勇
孝

明
治
の
末
年
、　
広
島
市
民
の
前
か
ら

忽
然
と
姿
を
消
し
た
川
が
あ
る
。　
西
塔

せ
い
と
う

川
と
呼
ば
れ
、　
同
名
の
橋　
（
「
西
塔
橋

前
」
）　
が
電
停
名
と
し
て
戦
前
ま
で
そ

の
名
を
伝
え
て
い
た
。　
現　
「
鯉
城
通
り
」

が
川
筋
で
あ
り
、　
白
神
社
前
あ
た
り
が

電
停
で
あ
る
。　
幸
い
に
も
西
塔
川
は
写

真
に
往
時
の
姿
を
残
し
て
く
れ
た
。　
広

島
女
子
高
等
小
学
校
と
さ
れ
る
建
物

を
向
か
い
岸
の
下
手
か
ら
撮
っ
た
、　
よ

く
知
ら
れ
た
一
枚
で
あ
る
。

こ
こ
県
立
文
書
館
で
、
芸
備
日
日

新
聞
を
め
く
っ
て
い
て
、
明
治
二
十

七
年
十
二
月
二
十
五
日
付
に
大
略

「
こ
の
堀
川
は
こ
れ
ま
で
土
の
土
手
で

あ
っ
た
が
、
し
ば
し
ば
崩
壊
し
、
そ

の
修
繕
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
。
こ
の

た
び
両
土
手
を
石
垣
と
な
す
事
に
決

し
、
昨
今
石
を
集
め
て
い
る
」
と
の

記
事
を
見
つ
け
た
。

写
真
で
は
水
の
引
い
た
緩
斜
面
の

川
岸
、
満
潮
水
位
部
分
に
石
畳
状
の

石
垣
が
敷
か
れ
て
い
る
の
が
見
て
と

れ
る
。
こ
の
石
垣
が
そ
の
普
請
に
よ

る
も
の
な
ら
、
明
治
二
十
八
年
以
降

の
写
真
だ
と
素
人
の
私
で
も
推
測
が

つ
く
。

明
治
二
十
八
年
に
は
、　
明
治
皇
后
の

行
啓
が
こ
の
川
土
手
道
に
も
見
ら
れ

た
。　
小
学
校
の
南
隣
に
あ
っ
た
陸
軍
病

院
第
三
分
院
へ
の
見
舞
い
で
あ
っ
た
。　

写
真
に
あ
る
藁
葺
き
家
屋
が
そ
の
分

院
か
ど
う
か
、　
私
に
は
判
じ
か
ね
る
。　

こ
の
分
院
が
あ
っ
た
当
時
、　
川
の
向
か

い
に
著
名
な
料
亭
が
あ
り
、　
日
夜
嬌
声

が
川
を
渡
り
患
者
を
悩
ま
せ
た
。　
並
び

の
小
学
校
へ
も
当
然
酔
客
ら
の
雑
話

が
聞
こ
え
た
か
ら
、
な
か
な
か
の
教

育
環
境
で
あ
っ
た
。

写
真
か
ら
わ
ず
か
上
手
に
真ま

菰こ
も

橋

が
か
か
っ
て
い
た
が
、　
橋
の
た
も
と
で

舟
遊
び
を
し
て
い
た
若
い
男
女
ら
が

誤
っ
て
川
に
落
ち
た
と
、　
目
撃
し
た
新

聞
記
者
が
大
真
面
目
に
報
じ
て
い
る
。　

真
菰
橋
の
前
に
は
料
亭
春
和

し
ゅ
ん
わ

園
が
要

人
ら
を
迎
え
て
い
た
。　
日
清
戦
役
の
第

一
次
講
和
会
談
が
広
島
で
開
か
れ
た

際
、　
来
日
の
清
国
使
節
一
行
も
、　
こ
の

川
土
手
道
に
人
力
車
を
連
ね
た
。　
ま
た
、　

野
菜
か
ら
薪
、　
ご
み
、　
糞
尿
を
運
ん
だ

水
路
で
も
あ
っ
た
。　
そ
の
、　
ま
こ
と
に

お
お
ら
か
な
空
間
に
心
が
和
む
。

こ
の
先
西
塔
川
は
私
に
ど
ん
な
流

れ
を
見
せ
て
く
れ
る
の
か
、　
ま
ず
は
し

ば
し
、
文
書
館
通
い
が
続
き
そ
う
で

あ
る
。

広島県立文書館だより 16号

― 6 ―

新
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
は
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
（
永
久
保
存
価
値
資
料
も
し
く
は

文
書
館
）
の
説
明
や
世
界
と
日
本
の

文
書
館
の
あ
ゆ
み
を
加
え
ま
し
た
。

ま
た
、
文
書
館
の
マ
ス
コ
ッ
ト
と

し
て
、
古
文
書
を
あ
し
ら
っ
た
「
モ

ン
ち
ゃ
ん
」、
行
政
文
書
の
文
書
箱
を

モ
デ
ル
に
し
た
「
ジ
ョ
ー
く
ん
」
を

作
成
し
ま
し
た
。

新
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
手
に
と
っ
て

見
て
く
だ
さ
い
。

◆　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
┃　
◆

文
書
館
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
が
新
し
く
な
り
ま
し
た
。

ジョーくん モンちゃん

これから

よろしく

お願いします

埋立て（明4 4 . 3～大1 . 1 1）前の西塔川、対岸は現市

庁舎付近。広島市公文書館蔵。
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平　
成　
1  1  
年　
度　
に　
収　
集　
し　
た　
古　
文　
書　

福　
成　
寺　

ふ
く
じ
ょ
う
じ

文　
書　
（　
寄　
託　
）　

同　
寺　
は　
賀　
茂　
郡　
下　
三　
永　

し
も
み
な
が

村　
（　
東　
広　
島　

市　
）　
真　
言　
宗　
御　
室　
派　
の　
寺　
院　
。　
室　
町　
・　
戦　

国　
期　
に　
は　
大　
内　
氏　
の　
氏　
寺　
興　
隆　
寺　
の　
末　

寺　
と　
し　
て　
繁　
栄　
し　
、　
同　
寺　
所　
蔵　
の　
中　
世　

文　
書　
九　
通　
は　
県　
重　
要　
文　
化　
財　
指　
定　
。　
寄　

託　
さ　
れ　
た　
の　
は　
、　
江　
戸　
期　
以　
降　
の　
仏　
教　

関　
係　
な　
ど　
の　
和　
書　
や　
雑　
誌　
・　
書　
状　
類　
七　

二　
六　
点　
。　（　
請　
求　
記　
号　
　　
九　
九　
〇　
一　
）　

大　
藤　

お
お
と
う

家　
文　
書　
（　
寄　
託　
）　

広　
島　
藩　
領　
内　
（　
宮　
島　
・　
三　
次　
・　
御　
手　

洗　
・　
尾　
道　
・　
三　
原　
）　
の　
富　
く　
じ　
四　
六　
〇　

点　
。　
賀　
茂　
郡　
寺　
家　

じ

け

村　
（　
東　
広　
島　
市　
）　
の　

同　
家　
は　
富　
く　
じ　
の　
流　
通　
に　
関　
わ　
っ　
た　
た　

め　
、　
大　
量　
に　
伝　
わ　
っ　
た　
と　
考　
え　
ら　
れ　
る　
。　

（　
請　
求　
記　
号　
　　
九　
九　
〇　
二　
）　

白　
石　
健　
二　
文　
書　
（　
寄　
贈　
）　

各　
地　
を　
旅　
行　
し　
、　
鉄　
道　
や　
風　
景　
を　
撮　

影　
す　
る　
同　
氏　
か　
ら　
、　
一　
九　
八　
六　
年　
以　
降　

の　
県　
関　
係　
の　
鉄　
道　
写　
真　
プ　
リ　
ン　
ト　
や　
時　

刻　
表　
・　
パ　
ン　
フ　
レ　
ッ　
ト　
類　
九　
三　
点　
の　
寄　

贈　
を　
受　
け　
た　
。　（　

請　
求　
記　
号　
　　
九　
九　
〇　
三　
）　

坂　
町　
漁　
業　
協　
同　
組　
合　
文　
書　
（　
寄　
託　
）　

同　
組　
合　
（　
安　
芸　
郡　
坂　
町　
）　
の　
建　
替　
え　

に　
と　
も　
な　
い　
文　
書　
調　
査　
が　
行　
わ　
れ　
、　
こ　

れ　
を　
契　
機　
に　
、　
大　
正　
末　
期　
以　
降　
の　
横　
浜　

漁　
業　
組　
合　
、　
戦　
前　
の　
横　
浜　
漁　
業　
協　
同　
組　

合　
、　
戦　
後　
以　
降　
の　
坂　
村　
（　
坂　
町　
）　
漁　
業　

協　
同　
組　
合　
文　
書　
一　
二　
六　
三　
点　
と　
、　
伝　
票　

な　
ど　
六　
箱　
が　
寄　
託　
さ　
れ　
た　
。　

（　
請　
求　
記　
号　
　　
九　
九　
〇　
四　
）　

海　
宝　
寺　
文　
書　
（　
寄　
託　
）　

同　
寺　
は　
沼　
田　
郡　
江　
波　

え

ば

村　
（　
広　
島　
市　
中　

区　
）　
の　
浄　
土　
真　
宗　
寺　
院　
。　
歴　
代　
住　
職　
が　

入　
手　
し　
た　
経　
典　
や　
、　
享　
保　
ご　
ろ　
に　
檀　
家　

か　
ら　
奉　
納　
さ　
れ　
た　
経　
巻　
、　
寺　
子　
屋　
・　
小　

学　
校　
の　
往　
来　
物　
や　
関　
係　
書　
類　
、　
江　
波　
村　

関　
係　
の　
古　
文　
書　
な　
ど　
一　
三　
五　
三　
点　
。　
こ　

の　
ほ　
か　
下　
張　
り　
文　
書　
六　
箱　
も　
あ　
る　
。　

（　
請　
求　
記　
号　
　　
九　
九　
〇　
五　
）　

徳　
光　
義　
治　
氏　
収　
集　
文　
書　
（　
寄　
託　
）　

同　
氏　
宅　
は　
賀　
茂　
郡　
白　
市　

し
ら
い
ち

村　
（　
東　
広　
島　

市　
）　
旧　
木　
原　
家　
住　
宅　
（　
一　
九　
六　
六　
年　
重　

要　
文　
化　
財　
に　
指　
定　
）　
の　
正　
面　
に　
あ　
り　
、　

木　
原　
家　
の　
管　
理　
を　
任　
さ　
れ　
て　
い　
た　
。　
木　

原　
家　
は　
、　
白　
市　
で　
酒　
造　
業　
・　
両　
替　
商　
・　

塩　
田　
な　
ど　
を　
営　
む　
豪　
商　
。　
徳　
光　
氏　
は　
処　

分　
さ　
れ　
か　
け　
た　
木　
原　
家　
文　
書　
を　
保　
管　
し　
、　

今　
回　
の　
寄　
託　
と　
な　
っ　
た　
。　
塩　
田　
・　
牛　
馬　

市　
関　
係　
文　
書　
や　
、　
徳　
光　
家　
の　
書　
籍　
な　
ど　

な　
ど　
三　
五　
九　
点　
。　

（　
請　
求　
記　
号　
　　
九　
九　
〇　
六　
）　

武　
井　
家　
文　
書　
（　
寄　
託　
）　

同　
家　
は　
、　
祖　
久　
之　
丞　
が　
一　
六　
二　
五　
年

（　
寛　
永　
二　
）　
に　
浅　
野　
家　
に　
仕　
官　
し　
て　
以　

来　
、　
明　
治　
維　
新　
ま　
で　
代　
々　
広　
島　
藩　
士　
。　

最　
高　
禄　
高　
は　
四　
〇　
〇　
石　
。　
快　
焉　
は　
維　
新　

後　
、　
広　
島　
藩　
大　
参　
事　
を　
経　
て　
元　
老　
院　
書　

記　
を　
勉　
め　
て　
い　
る　
。　
文　
書　
は　
安　
政　
年　
間　

か　
ら　
明　
治　
初　
年　
に　
か　
け　
て　
の　
、　
知　
行　
目　

録　
、　
用　
状　
、　
通　
知　
書　
な　
ど　
九　
一　
点　
。

（　
請　
求　
記　
号　
　　
九　
九　
〇　
七　
）　

大　
内　
基　
康　
氏　
収　
集　
文　
書　
（　
寄　
託　
）　

一　
六　
七　
九　
年　
（　
延　
宝　
七　
）　
の　
霊　
元　
天　

皇　
宸　
翰　

し
ん
か
ん

（　
大　おお
炊　い
御　
門　

み

か

ど

経　
光　
宛　
て　
）　
一　
点　
。　

旧　
重　
要　
美　
術　
品　
指　
定　
。　

（　
請　
求　
記　
号　
　　
九　
九　
〇　
八　
）　

賀　
屋　

か

や

家　
文　
書　
（　
購　
入　
）　

同　
家　
は　
、　
東　
条　
内　
閣　
の　
大　
蔵　
大　
臣　
、　

池　
田　
内　
閣　
の　
法　
務　
大　
臣　
賀　
屋　
興　
宣　

お
き
の
り

の　
母　

の　
実　
家　
で　
、　
文　
書　
は　
一　
八　
六　
六　
点　
。　
興　

宣　
の　
祖　
父　
・　
曾　
祖　
父　
は　
広　
島　
藩　
の　
要　
職　

を　
歴　
任　
し　
た　
。　
母　
鎌　
子　

か
ね

こ

は　
幼　
く　
し　
て　
教　

育　
事　
業　
に　
身　
を　
投　
じ　
、　
自　
宅　
に　
私　
塾　
を　

開　
き　
、　
県　
内　
外　
を　
講　
演　
し　
て　
歩　
き　
、　
愛　

国　
婦　
人　
会　
、　
平　
和　
会　
な　
ど　
公　
共　
事　
業　
に　

も　
つ　
く　
し　
た　
。　（　

請　
求　
記　
号　
　　
九　
八　
〇　
九　
）　

広　
島　
証　
券　
取　
引　
所　
文　
書　
（　
寄　
贈　
）　

同　
所　
（　
広　
島　
市　
中　
区　
）　
は　
一　
九　
四　
九　

年　
開　
設　
以　
降　
、　
中　
四　
国　
唯　
一　
の　
証　
券　
取　

引　
所　
と　
し　
て　
、　
戦　
後　
の　
中　
国　
地　
方　
の　
経　

済　
発　
展　
に　
大　
き　
な　
役　
割　
を　
果　
た　
し　
た　
が　
、　

今　
年　
三　
月　
、　
東　
京　
証　
券　
取　
引　
所　
に　
吸　
収　

合　
併　
さ　
れ　
た　
。　
寄　
贈　
文　
書　
は　
、　
所　
属　
証　

券　
会　
社　
ご　
と　
に　
申　
請　
書　
や　
届　
書　
な　
ど　
を　

綴　
っ　
た　
フ　
ァ　
イ　
ル　
な　
ど　
一　
四　
七　
点　
。　

（　
請　
求　
記　
号　
　　
九　
九　
一　
〇　
）　

広　
島　
株　
式　
事　
務　
研　
究　
会　
文　
書　
（　
寄　
贈　
）　

同　
会　
は　
有　
力　
企　
業　
が　
参　
加　
す　
る　
研　
究　

会　
で　
、　
事　
務　
局　
は　
広　
島　
証　
券　
取　
引　
所　
に　

置　
か　
れ　
て　
い　
た　
。　
同　
所　
廃　
止　
、　
新　
事　
務　

所　
移　
転　
に　
と　
も　
な　
い　
、　
設　
立　
以　
来　
の　
事　

務　
書　
類　
一　
四　
五　
点　
が　
寄　
贈　
さ　
れ　
た　
。　

（　
請　
求　
記　
号　
　　
九　
九　
一　
一　
）　

岡　
崎　
家　
文　
書　
（　
寄　
託　
）　

高　
田　
郡　
土　
師　

は

じ

村　
（　
同　
郡　
八　
千　
代　
町　
）　

の　
同　
家　
（　
屋　
号　
は　
沖　
野　
屋　
）　
は　
、　
江　
戸　

時　
代　
米　
銀　
貸　
借　
業　
を　
営　
む　
か　
た　
わ　
ら　
、　

俳　
句　
社　
中　
に　
加　
わ　
り　
、　
天　
明　
頃　
に　
は　
滄　そう

浪　ろう
園　
と　
い　
う　
壮　
大　
な　
泉　
水　
庭　
園　
（　
県　
名　

勝　
、　
土　
師　
ダ　
ム　
で　
水　
没　
）　
を　
作　
っ　
た　
。　

幕　
末　
以　
降　
は　
同　
村　
庄　
屋　
・　
戸　
長　
、　
高　
田　

郡　
割　
庄　
屋　
な　
ど　
を　
勤　
め　
た　
。　
文　
書　
は　
経　

営　
帳　
簿　
や　
書　
状　
・　
和　
書　
二　
二　
八　
〇　
点　
。　

（　
請　
求　
番　
号　
　　
九　
九　
一　
二　
）　

訂
正

第
15
号
5
頁
、
写
真
2
解

読
文
の
次
の
箇
所
を
訂
正
し
ま
す
。

誤
＝
豊
田
郡
清
武
村

正
＝
山
県
郡
丁
保
余
原
村



広島県立文書館だより 16号
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平
成
11
年
度
　
国
・
他
県
の
動
向

5
月
14
日

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開

に
関
す
る
法
律
（
情
報
公
開
法
）
公

布

地
方
自
治
体
が
先
行
し
て
い
た
情
報
公
開
制
度

が
国
レ
ベ
ル
で
初
め
て
法
制
化
さ
れ
ま
し
た
。
個

人
情
報
や
、
防
衛
・
外
交
な
ど
に
関
す
る
6
項
目

の
非
開
示
情
報
以
外
は
原
則
と
し
て
開
示
と
定
め

ら
れ
ま
し
た
。
施
行
は
公
布
か
ら
2
年
以
内
と
さ

れ
、
こ
の
期
間
に
、
国
の
各
省
庁
で
は
保
管
文
書

の
分
類
・
整
理
作
業
が
行
な
わ
れ
る
予
定
で
す
。

6
月
23
日

国
立
公
文
書
館
法
公
布

こ
れ
ま
で
総
理
府
本
府
組
織
令
で
設
置
が
定
め

ら
れ
て
い
た
国
立
公
文
書
館
が
法
律
上
の
設
置
根

拠
を
持
ち
ま
し
た
。
同
館
は
、
歴
史
資
料
と
し
て

重
要
な
国
の
公
文
書
を
保
存
し
、
閲
覧
に
供
す
る
、

と
定
め
て
い
ま
す
。

12
月
22
日

国
立
公
文
書
館
法
一
部
改
正
（
平
成

13
年
4
月
か
ら
独
立
行
政
法
人
化
）

利

用

案

内

■
開
館
時
間

＊
月
〜
金
曜
日
　
9
時
〜
17
時

＊
土
曜
日
　
　
　
9
時
〜
12
時

■
休
館
日

＊
日
曜
日
、
国
民
の
祝
日
及
び
休
日

＊
年
末
年
始
（
12
月
28
日
〜
1
月
4
日
）

■
交
通

＊
Ｊ
Ｒ
広
島
駅
よ
り
バ
ス
（
広
島
港
行
き
）

又
は
路
面
電
車
（
紙
屋
町
経
由
宇
品
行

き
）
い
ず
れ
も
、
広
電
本
社
前
下
車
約

五
○
○
ｍ
、
広
島
県
情
報
プ
ラ
ザ
2
F

広
島
県
立
文
書
館
だ
よ
り
　
第
十
六
号

平
成
十
二
（
二
〇
〇
〇
）
年
七
月
三
一
日
発
行

編
集
発
行
　
広
島
県
立
文
書
館

広
島
市
中
区
千
田
町
三
丁
目
七
―
四
七

電
　
話
　
〇
八
二
―
二
四
五
―
八
四
四
四

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
〇
八
二
―
二
四
五
―
四
五
四
一

印
　
刷
　
山
陽
印
刷
株
式
会
社

も

ん

じ

ょ

か

ん

平
成
11
年
度
の
主
な
で
き
ご
と

5
月
18
日

文
書
調
査
員
会
議

6
月
12
日

古
文
書
解
読
入
門
講
座
開
講

7
月
22
日

続
古
文
書
解
読
入
門
講
座
開
講

8
月
３
日

収
蔵
文
書
の
紹
介
「
貫
心
流
（
司
箭
流
）

剣
術　
・　
薙
刀
と
そ
の
文
書
―
広
島
の
剣
術

家
細
家
三
代
、　
宗
閑　
・　
呑
空　
・　
鉄
腸
斎
―
」

開
始

9
月
17
日

安
田
女
子
大
学
文
書
館
学
実
習
、　
学
生

40
名
参
加

9
月
25
日

文
書
館
だ
よ
り
14
号
発
行

10
月
19
日

行
政
文
書　
・　
古
文
書
保
存
管
理
講
習
会

10
月
25
日

収
蔵
文
書
展
「
黒
瀬
町
　
平
賀
家
文
書

展
」
開
催
（
12
月
22
日
ま
で
）

11
月
25
日

中
四
国
文
書
館
等
職
員
連
絡
会
議
（
於

徳
島
県
立
文
書
館
）

12
月
4
日

文
書
館
講
演
会
、　
長
沢
洋　
「
古
文
書
整
理

と
い
う
仕
事
―
平
賀
家
文
書
を
腑
分
け

す
る
―
」

1
月
7
日

収
蔵
文
書
の
紹
介
「
広
島
城
下
焼
き
物

こ
と
は
じ
め
―
昨
年
寄
贈
の
文
書
か
ら

（
一
）」
開
始

2
月
8

日

行
政
文
書
選
別
作
業
（
〜
3
月
16
日
）

3
月
25
日

文
書
館
だ
よ
り
15
号
発
行

3
月
31
日

収
蔵
文
書
目
録
第
7
集
発
行


